
栃木県インターンシップ募集要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、大学等の教育機関に在籍する学生を栃木県（以下「県」という。）が

受入れ、各所属（以下「受入所属」という。）において地方行政実務を経験させる実習（以

下「インターンシップ」という。）を実施する場合における必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （目的） 

第２条 インターンシップは、学生に地方行政実務を経験させることにより、専門科目教育

の効果を高めるとともに、地方自治体の行政経営及び地方公務員職務の一端を理解させ、

もって学生が将来的な職業選択に向けて経験を積むことを目的とする。 

 

 （応募） 

第３条 インターンシップに応募しようとする学生（以下「応募学生」という。）は、県ホ

ームページ等において公表された募集情報を確認の上、県に対し、栃木県電子申請システ

ムへの登録又は指定された方法により申込むものとする。 

 

 （選考） 

第４条 県は、前条の登録により作成された応募エントリーシート（別記様式１）により選

考を行い、インターンシップを行う学生（以下「受入学生」という。）を決定し、別記様

式２により応募学生に通知するとともに、別記様式３により受入学生が在籍する大学等

の長に通知する。 

 

 （協定の締結） 

第５条 県及び受入学生の在籍する大学等は、キャリア形成支援に係るインターンシップ

の取組を効果的に推進するため、事前に別記様式４により協定を締結するものとする。 

 

 （インターンシップの実施期間及び時間） 

第６条 インターンシップの実施期間は、原則として、３日間から 10日程度とし、具体的

日程については、受入所属等が決定する。 

２ インターンシップの実施時間は、原則として、月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関

する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時ま

でとし、具体的時間については、受入所属等が決定する。 

３ 前２項の規定により決定した事項は、第４条の規定による通知に明記する。 

 

 （報酬等） 

第７条 県は、受入学生に対し、報酬、手当等、食費及び交通費は支給しない。 

 

 （インターンシップ実施中の事故等及び損害賠償） 

第８条 受入学生は、インターンシップ実施中の事故等に備え、傷害保険及び損害賠償保険

に加入するものとし、実施中の事故等に関しては、自らの責任において対応しなければな

らない。 

２ 受入学生が故意又は過失により県又は第三者に損害を与えた場合、責任は受入学生が

負うものとする。 

 



 （受入学生の服務） 

第９条 インターンシップ実施期間中における受入学生の服務については、次のとおりと

する。 

(1) 受入学生は、地方公務員としての身分は保有しないが、県の名誉を毀損するような言

動及び行為を行ってはならない。 

(2) 受入学生は、県の条例、規則その他関係規程を遵守するとともに、職員の指示に従わ

なければならない。 

(3) 受入学生は、病気等によりインターンシップを受けることができない場合は、速やか

に県にその旨を連絡しなければならない。 

 

 （秘密保持の遵守） 

第 10条 受入学生は、インターンシップ実施期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。

インターンシップ終了後においても同様とする。 

２ 受入学生は、インターンシップの成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前

に県の承認を得なければならない。 

 

 （誓約書の提出） 

第 11条 受入学生は、インターンシップ開始前に、誓約書（別記様式５）を県に提出しな

ければならない。 

 

 （インターンシップの中止） 

第 12条 県は、次の各号に該当すると認められるときは、インターンシップを中止するこ

とができる。この場合において、県は、受入学生の在籍する大学等にその旨を通知する。 

 (1) 受入学生が、第９条に定める服務義務に従わない場合その他インターンシップを継

続することが困難であるとき。 

 (2) インターンシップを継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがある

とき 

 (3) インターンシップの目的を達成することが困難であると認められるとき 

 

 （その他） 

第 13条 この要領に定めるもののほか、インターンシップに関し必要な事項は、別に定め

る。 

  

   附 則 

１ この要領は、令和５(2023)年６月１日から施行する。 

２ 栃木県インターンシップ実施要領（平成 16年５月 27日制定）は、廃止する。 



（別記様式４） 

 

栃木県インターンシップ実施に関する協定書 

 

栃木県インターンシップ募集要領（以下「要領」という。）第５条の規定により、栃木県（以下

「甲」という。）と（大学等教育機関名）（以下「乙」という。）の間において、栃木県インターン

シップの実施について、以下のとおり協定を締結する。 

 

第１ 協定の締結（要領第５条関係） 

  甲が実施するキャリア形成支援に係るインターンシップの取組を効果的に推進するため、協

定を締結する。 

 

第２ インターンシップの実施目的（要領第２条関係） 

  甲が実施するインターンシップは、学生に地方行政実務を経験させることにより、乙の専門

科目教育の効果を高めるとともに、地方自治体の行政経営及び地方公務員職務の一環を理解さ

せ、もって学生が将来的な職業選択に向けて経験を積むことを目的とする。 

 

第３ 応募（要領第３条関係） 

  応募学生は、大学を経由せず、県が指定する方法により申し込むものとする。 

 

第４ 受入決定者の通知（要領第４条関係） 

  甲は、受入学生を決定したときは、要領第４条に規定する別記様式２により応募学生に通知

するとともに、別記様式３により乙の長に通知する。 

 

第５ プログラムの内容及び実施に要する経費負担 

  インターンシップの内容（以下「プログラム」という。）は、甲が決定し、プログラムの実施

に要する経費は、甲が負担する。 

 

第６ 報酬等（要領第７条関係） 

  甲は、受入学生に対し、報酬、手当等、食費及び交通費は支給しない。 

 

第７ インターンシップ実施中の事故等及び損害賠償（要領第８条関係） 

  受入学生に係るインターンシップ実施中の事故及び過失等による不法行為については、受入

学生自らの責任において対応するものとし、万一の事故等に備え、甲及び乙は、受入学生に対

し、傷害保険及び損害賠償保険への加入を求めるものとする。 

 

第８ 服務規律及び遵守事項（要領第９条・第 10条関係） 

受入学生の服務規律及び秘密保持の遵守について、甲及び乙は、受入学生に対し指導する。 

 

第９ インターンシップの中止（要領第 12条関係） 

甲は、必要があると認めるときは、インターンシップを中止することができるものとし、中

止した場合には、乙の長にその旨通知する。 

 



第 10 本協定の自動更新 

  本協定の有効期間は協定締結日から１年間とする。ただし、期間満了の１ケ月前までに甲又

は乙から書面による解約等の申し出がないときは、本協定と同一条件でさらに１年間更新し、

以後も同様とする。 

 

第 11 疑義の決定 

この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙が協議し、決定するものとす

る。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

           年  月  日 

 

                  甲  栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20号 

                      栃木県 

                       栃木県知事         印 

                   

                  乙  （大学等教育機関） 



（別記様式５） 

 

誓 約 書 

 

 

私は、栃木県インターンシップ募集要領第 11条の規定により、インターンシップ実施期間

中は、下記の事項を遵守することを誓います。 

 

記 

 

１ インターンシップに関し、貴県の指示に従い、インターンシップに専念すること。 

 

２ インターンシップに際しては、県の名誉を毀損するような言動及び行為は行わないこと。 

 

３ インターンシップに際しては、県の条例、規則その他関係規程を遵守すること。 

 

４ やむを得ずインターシップを受けることができない場合は、速やかに県にその旨を連絡す

ること。 

 

５ インターンシップ実施期間中に知り得た秘密は、一切漏らさぬこと。 

 

６ インターンシップの成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に県の承認を得

ること。 

 

７ インターンシップ実施期間中の事故及び過失等による不法行為については、自らの責任に

おいて対応すること。 

 

８ その他、同要領の規定に従うこと。 

 

 

 栃木県知事          様 

 

                        年  月  日 

 

                       大学      学部     学科 

 

                         氏名              


